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療養病床を有する医療機関の管理者  様 

 

山口県健康福祉部医務保険課長  

 

 

療養病床等の人員配置標準に係る経過措置の有効期限について 

 

 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省医政局等から通知がありましたのでお知らせ

します。 

 なお、「２．令和６年３月31日の経過措置の有効期限に向けた対応について」「（２）医

療機関の対応状況の把握について」の報告については、対応不要です。 
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